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別 紙 

基地モニター実施要領 

１ 目的 

 海上自衛隊に対する基地周辺住民の意見、要望等を聴取し、各地域に密着した広報を推進する

とともに部隊等における諸施策の改善、向上に資する。 

２ 実施基地及び基地モニター実施担当官（以下「担当官」という。）は、次の表のとおりとする。 

実 施 基 地 担   当   官 

横 須 賀  横須賀地方総監 

呉  呉地方総監 

佐 世 保  佐世保地方総監 

舞   鶴  舞鶴地方総監 

大   湊  大湊地方総監 

江 田 島  第１術科学校長 

鹿   屋  第１航空群司令 

八   戸  第２航空群司令 

厚   木  第４航空群司令 

館   山  第21航空群司令 

大   村  第22航空群司令 

岩   国  第31航空群司令 

下   総  下総教育航空群司令 



徳   島  徳島教育航空群司令 

阪   神  阪神基地隊司令 

下   関  下関基地隊司令 

函   館  函館基地隊司令 

那   覇  第５航空群司令 

３ 基地モニターの選考要領等 

(１) 各担当官は、付表第１に示す各種職業の中から、それぞれの実施基地周辺の市町村に在住し、

防衛問題及び海上自衛隊についての関心が強く、モニターとしての熱意が伺われ、しかも公正

な意見を期待できる者を、付表第２の選考基準により選考し、委嘱（付紙様式第１）する。た

だし、次の職にある者を除く。 

ア 国会議員及び地方公共団体の議会の議員 

イ 常勤の国家公務員及び地方公務員 

ウ 非常勤の国家公務員のうち行政相談員 

(２) 各担当官は、委嘱した基地モニターの名簿（付紙様式第２）を５月末日までに提出する。 

４ 委嘱期間 

 ２年とする。 

５ 基地モニターに対する依頼事項 

 次の方法により、意見又は要望について聴取する。 

(１) 文書による聴取 

各担当官は特定テーマ（アンケート様式）を基地モニターに、定期的（年２回を基準とする。）

に送付し、当該テーマに関する意見又は要望を求める。この場合、当該テーマにより求めた意

見又は要望以外の意見等をも併せて聴取する。 

(２) 会議による聴取 

各担当官は、年１回基地モニター会議を開催し、意見又は要望を聴取する。 

６ 聴取した意見又は要望の運用 

 基地モニターから聴取した意見又は要望のうち、海上自衛隊全般の諸施策に反映させることが

適当と認められる事項については、その都度報告するものとし、また、各基地の諸施策に反映さ

せることが適当と認められる事項については、各担当官の所定により審議の上、運用する。 

７ 報告 

 各担当官は、総合の成果を年度末までに報告するものとする。 

８ その他 

(１) 各担当官は、付紙様式第３による基地モニター証明書を発行し、基地モニターに交付する。 

(２) 各担当官は、各種広報資料及び基地モニターから提出された意見又は要望の諸施策への反映

状況に関する資料等を基地モニターに送付する。 

(３) 基地モニターには、部隊等の見学について、積極的に便宜を供与する。 

 

 

 

 

 

 



付表第１ 

         職 業 別 の 構 成 要 素 

職 業 区 分 構成要素（対象範囲）（性別不問） 

農 林 漁 業 
 農業、林業又は水産業の経営者（これらの家族従事者は

含まない。） 

商工サービス業 

 販売業、製造業（加工、組立を含む。） 

 建設業、運輸、通信業、鉱業、金融、不動産業又は各種

のサービス業（旅館業、理容業、美容業等）の経営者（そ

の家族は含まない。） 

事  務  職 
 会社、団体、商店などの被用者（従業員）で、管理的職

務、専門的技術的事務又は一般事務に従事する者 

販売サービス業 

 販売業、運輸・通信業、金融・不動産業及び各種サービ

ス業（旅館業、理容業、美容業等）等を含む会社商店など

の被用者で、主に販売サービスに従事する者 

技 術 技 能 職 

 製造業、建設業、鉱業及び農林漁業等を営む会社、団体

などの被用者で、各種の生産工程において生産作業に従事

する者又は主に筋肉労働に従事する者 

自  由  業 

 一定の雇用関係によらず、自由意志に基づいて生活をた

てている職業に従事する者。医師（歯科医師及び獣医師を

含む。）、弁護士、弁理士、税理士、公認会計士、宗教家又

はその他の自由業（芸術家、著述家、各種デザイナー等）

主     婦  職業を持たない主婦 

学     生  20代の大学生 

付表第２ 

            選  考  基  準 

男女別員数 年 齢 別 員 数 記     事 

男性：５人 

女性：５人 

20～39歳：男女各３人 

40歳以上：男女各２人 

 人員の構成は、各種職業にわた

るよう留意し、同一の職業に集中

することを避けるものとする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



付紙様式第１ 

         委   嘱   状 

  

     殿 

  

あなたを基地モニターに委嘱致します。 

  

  平成  年  月  日 

  

           基地モニター実施担当官 

            官職 氏名          印 

 

付紙様式第２ 

 



付紙様式第３ 

基地モニター証明書 

 

 


